
どんな働き方でも均等待遇を ! 同一価値労働に同一賃金を ! 間接性差別禁上を法律に !
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2012年になりました。今年は少しでも良い年になるように、活動していきたいですね。

実効ある、派遣法改正 。有期労働契約規制法・パー ト労働法改正等へむけての取組みが急務です。

今年も均等待遇アクション 21を どうぞよろしくお願いいたします。

12/26労働条件分科会「有期労働契約の在り方について(報告)」 をまとめ建議行う !

2010年 10月 から審議されてきました「有期労働契約の在り方」について、労働条件分科会は 12月 26

日に報告として取りまとめ、厚生労働大臣に建議を行いました。報告書を同封します。入り口規制は、

「・…措置を講ずべきとの結論に至らなかった」として入りませんでした。5年を超えて反復更新された

場合、労働者の申出により期間の定めのない契約に転換させる仕組みの導入という出口規制になってい

ます。クーリング期間 (有期契約が 1年以上の場合は 6ヶ 月。未満の場合はその 2分の 1の期間)の導

入も入ってしまい多くの問題を含む取りまとめです。資料の裏面に傍聴報告と問題点を同封しましたの

でお読み下さい。労働契約法改正法案として法案が策定され、労働条件分科会での法案要綱審議を経て、

今通常国会に_上程される予定です。有期雇用を規制する法律を実現させるため取組みを強化していきま

しょう。

用均等分科会「パート労働法」改正審議の状

雇用均等分科会のパートタイム労働対策の審議は、第 110回 (1月 13日 )で論点として差別的取扱

いの禁止、賃金に関する均衡、福利厚生が出され議論されました。まもなく取りまとめへ向かうのでは

ないかと考えられます。審議を傍聴している事務局、酒井さんの報告『パート労働法改正に向けてもっ

と積極的な議論を』と『2011年パートタイム労働者総合実態調査結果の概要』をお読み下さい。

2009年 7月 にユニオン・ペイ・エクイティ、商社ウィメンズユニオン、全石油昭和シェル労働組合の

三組合が ILOに 100号条約違反申立てを行っていましたが、ILOの「三者構成委員会」が 2年間にわた
り審査し、昨年 H月 の ILOの 理事会で三者構成委員会の「結論及び勧告」が決議されました。この

報告集会を2月 8日 (水)18時から参議院議員会館で開催いたします。内容を理解し、どう役立ててい

けるのかみんなで考えましょう。チラシを同封しますのでぜひ、ご参加下さい。

1/11総括所見フォローアップ項目の日本政府報告に国連女性差別撤廃委員会より、評価出される !

2009年に国連女性差別撤廃委員会は、日本政府への総括所見の中で、民法 。戸籍法関連と暫定的特別

措置について 2011年 8月 までに実施に関する詳細な報告を求めており、その日本報告に対する委員会の

評価が昨年 H月 に出されました。暫定的特別措置の件で「第 3次男女共同参画基本計画」は、歓迎され

ましたが、次期報告で成果についての詳細な情報を盛り込むよう勧告されています。政府仮訳の委員会

見解を資料として同封します。その直後 (H/25)、 内閣府が『第 3次男女共同参画基本計画における成

果目標の動向』『第 3次男女共同参画基本計画における参考指標の動向』を公表。雇用の分野から9項目

を抜粋し、資料に入れましたのでチェックしてみて下さい。計画策定時より最新値が後退していること

がわかります。日本女性差別撤廃条約NGOネ ットワーク (JNNC)の ホームページには、今回の委員会評

価についての JNNC見解が載っていますので、アクセスしてみて下さい。

島のその後口雇用状況は?
昨年 6月 からずっと福島の被災者支援に取り組んでいるPECOの屋嘉比さんから『福島のその後』と題

して現地の状況・雇用状況を報告していただきました。困難な状況を知って、私たちができることを考
えましょう。

(水 )『条約に沿つた労基法4条の適用を !』院内報告集会にご参加を!!
～:L01∞ 号条約違反申立てにlLO三者構成委員会勧告が出される !
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～間接差別をなくし、同一価値労働同一賃金を実現する～

【呼びかけ人】

相原久美子 浅倉むつ子 伊田広行 大沢真理 大野町子 大脇雅子 木下武男 木村愛子 熊沢誠 Jヽ 池晃
小宮山洋子 柴山恵美子 清水澄子 工路怜子 菅沼友子 竹中恵美子 津和慶子 寺沢勝子 中野麻美 林弘子
林陽子 福島みずほ 藤田一枝 船橋邦子 古田典子 松本惟子 円より子 三山雅子 森ます美 山本博 吉川春子
脇田滋

【賛同者】合場敬子 相澤美智子 青木艶子 赤石千衣子 赤羽佳世子 赤松良子 秋元恵子 秋山淳子 浅
井真由美 朝倉泰子 浅野美恵子 荒井利津子 安藤直子 飯田治子 飯塚雅子 丼加田まり 五十嵐美那子
池田資子 池田芳江 石田絹子 石田好江 居城舜子 石川久枝 石橋慶子 石原豊子 石田久仁子 伊豆田
アキ 伊田久美子 市川若子 市吉澄枝 伊藤セツ 伊藤みどり 稲場みち子 稲元周子 稲垣眸 稲邑恭子
井上美代 井上睦子 丼上好子 今井けい 今福庸夫 岩井久江 上田佐紀子 植野妙実子 宇賀神慶子 宇
仁宏幸 内田典子 内海和子 梅沢栄子 浦川悦子 江藤智佐子 江野本啓子 江森民夫 遠藤恵子 遠藤公
嗣 大国和江 大竹美登利 大貫遵子 大本徹 大山七穂 緒方玉江 小城智子 奥山たえ子 奥山えみ子
奥田公恵 奥田祐子 尾沢邦子 小沢明美 尾崎かおる 尾崎公子 小田みどり 尾辻喜代子 小野寺さよ子
折原和代 折原由紀子 飼手和子 片岡千鶴子 片岡陽子 加藤順子 加藤伊都子 加藤登紀子 間林洋子
角山優子 金子哲夫 鎌倉淑子 上村勝行 亀永能布子 亀田篤子 鴨田哲良F 河上婦志子 川橋幸子 川名
はつ子 漢人明子 木越陽子 木住野理栄 北明美 北岡孝義 貴田月美 北日明代 木村瑛子 木村涼子
木元弘子 木元美代子 草薙順一 櫛渕万里 楠井道雄 工藤仁美 國本淳子 久野澄子 久場嬉子 熊崎清
子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 黒岩容子 黒沢節子 桑原輝子 玄場絢子 郡和子 越堂静子 伍賀偕子
小島妙子 小島八重子 後藤安子 五島昌子 小林千代美 小林佳子 小林ひろ子 小林真千子 小松満貴子
小松加代子 菰田由美子 小柳優子 占山啓子 近藤正代 近藤美恵子 今野久子 斎藤栄子 斉藤繁子 斉
藤正美 酒井和子 酒井興子 逆井征子 坂本敦子 坂本福子 阪本美知子 佐崎和子 佐藤敦子 佐藤由紀
子 佐藤公子 佐藤周一 塩原節子 志賀寛子 宍倉良枝 設楽ヨシ子 志田なや子 芝崎麻紀子 島田美恵
子 嶋川まき子 清水計枝 清水直子 清水恵 白木憲一郎 新谷文子 神惇子 陣内絹恵 末永節子 杉村
和美 杉井静子 鈴木よし子 鈴木京子 清山玲 関優美 瀬古由紀子 瀬野喜代 添田包子 高島順子 高
島道枝 高木睦子 高橋高子 高橋広子 高橋弘子 高橋みよ子 高橋洋子 高山紀世美 高田洋子 高村裕
子 高須裕彦 滝沢香 滝秀樹 武井多佳子 竹内勝子 竹内三輪 竹信三恵子 但馬けい子 田代瑞恵 立
花英人 龍田美智恵 建部玲子 立間節子 田代早苗 谷恵子 谷博之 田沼祥子 田沼久男 田中喬子 田
中誠治 田中玉枝 田中環 津久井勝子 辻新一 堤典子 綱島文江 椿茂雄 露木肇子 都留伸吾 道免明
美 戸枝晶子 遠野はるひ 当麻よし子 戸川美穂子 徳茂万知子 戸塚秀夫 富永誠治 富田修司 内藤篤
男 内藤忍 中村史子 仲谷良子 中村和雄 中村ひろ子 中谷紀子 中谷文美 永井初子 永井よし子 長
嶋信也 長坂寿久 中林晶子 名田明子 夏木ふみ 鍋島初美 贄川由美子 二木洋子 西島博 西田英俊
西浜楢和 西谷敏 仁田裕子 丹羽雅代 根本ますみ 野崎光枝 野畑員理子 野村生代 橋本ヒロ子 長谷
川伸子 畑中邦子 八谷真智子 服部雅美 馬場裕子 花崎摂 花沢真美 浜田小夜子 早房長治 葉山洋子
林誠子 林瑞枝 原澤那美子 坂喜代子 樋り||つ や子 肥田和子 日向繁子 平り|1和子 平り|1景子 平り|1弘子
広木道子 深澤秀子 福原宇子 福田健一 福地絵子 藤井俊道 藤浦由美 藤枝泉 藤沢真砂子 布施由女
舟山三千子 古田睦美 古守恵子 古谷悦子 朴木佳緒留 細谷久美子 堀江和子 堀内光子 堀口悦子 本
間伸子 本田次男 本間節子 本間重子 真壁清子 牧田真由美 松井京子 松野菊美 松崎歌子 松村文人
三浦まり 三重野栄子 三島春子 三橋敦子 南明美 宮地光子 官成友恵 村上克子 村松安子 村藤美枝
子 望月すみ江 本尾良 本山央子 守芙美子 森容子 森本孝子 森田園子 森田千恵 森谷久子 屋嘉比
ふみ子 柳沼千枝 矢澤澄子 矢澤江美子 矢島床子 矢谷康子 山崎久民 山崎摩耶 山下慶子 山下はる
み 山口雪子 山藤将之 山田久爾枝 山本幸子 山崎員由美 山本令子 山崎耕一郎 山口わか子 柚木康
子 養父知美 横山基子 吉田隆 吉田啓子 吉村怜子 四谷信子 和気文子 脇本ちよみ 渡辺泰子 渡辺
聡 和田肇 和田成枝 匿名 2名

【賛同団体】アミカス嘱託職員ユニオン おんな労働組合 (関西)神奈川シティユニオン 均等待遇アクション
21京都 国労婦人部 自治労中央本部女性部 自治労横浜関連労組協議会 昭和シェル労組 女性ユニオン東
京 すみだユニオン せんしゅうユニオン 全国労働組合連絡協議会女性委員会 全統一労働組合 大鵬薬品工
業労働組合 男女差別賃金をなくす連絡会 都議会生活者ネットワーク なかまユニオン 那覇市職労那覇市臨
時非常勤職員労働組合 新潟県教職員組合女性部 にいがた女性会議女性の労働部会 日本教職員組合女性部
日本労働組合総連合会男女平等局 練馬区立図書館協力員労働組合 働く女性の人権センターいこる ふぇみ
ん婦人民主クラブ 民主党 郵政労働者ユニオン 横浜フォーラム労働組合 連合秋田大館地域協議会 連合
大阪 労働組合なにわユニオン ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス CAWネ ット・ジャパン I女性会議 I女性
会議大阪 I女性会議東京都本部 (2012.01.18'現在)
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《2008年度分 (2008年 4月 ～09年 3月 )以降、賛同費をご納入いただきました方々のお名前を掲載しています。



(ま とめ・酒井和子 )

雇用均等分科会におけるパー ト労働法改正審議はこれまでに6回おこなわれ、検討項目について主な労

使の意見が出されました。

労働者委員から具体的に出されたのは、通勤手当を賃金の均衡の対象に入れること(現行法では対象外)、

慶弔休暇を福利厚生の配慮に入れることくらいです。 8条の差別禁止 3要件は一般的な差別禁上にし、9

条の均衡考慮努力義務は義務規定にすると主張しているものの、差別禁上の客観的判断基準や均衡考慮の

行動計画の具体的な内容については全くふれられていないので、法改正の必要なしとする使用者委員との

意見の隔たりは大きいのに議論はすすんでいません。

最近のパー ト実態調査によると、差別禁上の対象者となるパー トはわずか1.3%し かいません。これ

ではパー ト労働者がもつとも望んでいる均等待遇の実現は遠のくばかりです。 3要件のうち、配転の有無

や契約期間の有無は間接差別であり職務が同じなら均等待遇、職務が違 うなら性中立で公正な職務評価の

実施システムをつくることを、労働者委員はもつと積極的に発言するよう望みます。

●10月 14日  検討項 目案について

労側意見 他で議論 している社会保険の適用などと有効にリンクさせながら議論を。通常の労働者への転

換について行つている奨励金制度など支援措置の評価を。

●10月 25日  総論 パー ト労働法改正の効果と課題

労側 子育て中の女J性がパー トしか選択できなかった実態を反映していない。

●11月 28日  ①待遇の決定に当たつて考慮した事項の説明 (13条) ②履行確保等

労側 13条待遇に関する納得J性の向上については、労働者が説明を求めなくても制度を説明するように改

正すべき。採用時だけでなく更新時にも説明が必要。更新後に有休が発生していることの説明のな

い事例がある。説明を求めた時の不利益禁止を、指針の努力義務から法の禁上にすべき。

●12月 6日 ①教育訓練 (10条) ②通常の労働者への転換 (12条 )

労側 これからの人口減少社会で労働力確保を経営側はどう考えているのか、熟練パー トを正社員にする

ほうが新規採用より人材育成のコストがかからないと思うがどうか。

使側 キャリアアップはパー ト法改正の効果出ている。

公益 企業にキャリアダラーの制度をつくれば、キャリアアップもすすむ。

●12月 16日  「2011年パー トタイム労働者総合実態調査J結果について事務局から報告

●1月 13日  ①差別的取り扱いの禁止 (8条)② 賃金に関する均衡 (9条)③ 福利厚生 (11条 )

労側 8条差別的取扱いの禁止は、 3要件をはずし、合理的理由のない差別的取扱い禁上の一般的取扱い

にすべき。合理的理由の客観的判断基準をもうけること (その中身についてはふれず)。

使側 現行法で企業の取組みを促すべきで、枠組みを変えるのは反対。枠組み内での議論には応 じる。

労側 9条均衡考慮については、努力義務を義務規定にし、次世代法のような行動計画策定を。施行規則

で除外された通勤手当は、実費弁償すべきものであるからパー トにも支払うべき。

使側 パートの待遇改善だけでなく、正社員の待遇も合わせて考えなければならない。内部・外部労働市

場を一緒にはできないので、パー ト研報告のような行動計画策定は考えられない。事業所限定の短

時間パー トは時間給の中に通勤費も含まれていると了解 して働いている。

公益 通勤手当は職務関連手当ではない。社員にもないところや基本給に含まれているところもある。パ

ー トに支給することに合理性があるかどうか難 しい。

労側 11条福利厚生は、配慮を義務規定にし、慶弔休暇も入れるべき。

公益 慶弔休暇は、なぜ正社員にあつてパー トにないのか説明できるかということが重要。

(以上)
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‖ 年パートタイム嚇 (20H年 12月 14日 発表 )

この調査は厚労省が5年毎に実施しているものです。事業所調査と個人調査がありますが、個人調査は

まだ公表されていません。事業所調査の概要は厚労省 HPに UPされています。調査結果のポイントは

① パー ト労働者の害1合は 27.0%で 、前回 (2006年)25,7%よ り上昇している。

② ノく― 卜法 8条差別禁止が適用される「正社員と職務、人事異動の有無や範囲が同じで無期労働契約の

パー ト」は 1.3%(事業所は 2.5%)。

2006年調査では、正社員と職務がほとんど同じパー トがいる事業所は 51.9%と 過半数を占めていまし

た。ところが今回の調査では、職務がほとんど同じパートについては調査していません。新たに調査した

のは、正社員と職務が同じパー トがいる事業所で、これは 16.7%しかいません。現行法はパー ト差別禁止

に効果がないことが、厚労省の調査からも明らかです。

働き方が正社員と同じパートの存在割合 H23
パーHこ占める割合
正社員とパートの両方を雇用

している事業所のパート

「

……・…・………‐̈―一一――……一―― ―́―‐―…1 1

. : ..~ 
無期

1.3%

壺業所に古め登J含
正社員と′:―卜の両方を
雇用している事業所

正社員と職務の内容が同じパート |

4.慨 ―  11 2.5%

無期がいる

・正社員と職務が同じパート(1要件)の割合は8.1%(事業所割合では16.7%)

・正社員と職務が同じかつ人材活用の仕組みが同じパート(2要件)の割合は2.1%(事業所割合では4.0%)

・正社員と職務が同じかつ人材活用の仕組みが同じで無期契約のパート(3要件)の割合は1.3%(事業所割合では

2.5%)

資料出所 :平成23年パートタイム労働者総合実態調査(厚生労働省)

正社員と職務がほとんど同じパートの有無別事業所割合 H18

職務が正

社員とほと

んど同じ
パートはい

ない

47.1%

(※ H18は再集計をしていないデータである)

資料出所 :平成18年パートタイム労働者総合実態調査 (厚生労働省)

利
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分科会『有期労働契約の在り方について(報告)』の問題

2010年 10月 より有期労働契約の在り方について検討 してきた労働条件分科会は、2011年 12月 26日 、報告
をまとめ、厚生労働大臣へ建議を行いました (報告文は裏面)。 雇用の安定へ向けた「有期労働契約」を規制す
る内容とは、程遠い結果となってしまいました。

「法規制には反対」という使用者側と「入り回規制とセットで出口規制 (上限規制=利用可能期間と更新回
数)を」と主張する労働側は H月 くらいまでは対立したままでした。それが第 95回 (12/5)あたりから状況
が一変。公益委員の「出口規制だけを入れると雇止めが懸念されるという労側の意見は理解できるが、(出 口規
制の)有期を使うこと自体は禁止せず、濫用を規制するということが根付けば、ステップとして安定雇用の流
れに…・」という発言を受け、労働側が「セットではなく、出口についても単独で検討することもやぶさかでな
い」と発言。ここで一気に「入り口規制」は後方に退けられてしまいました。最後の最後まで労働側には、入

リロ規制とのセット論を貫いて欲しかつたというのが感想です。

第 96回 (12/14)での上限規制議論については、労働側が「上限直前での解雇というデメリットがある。(期

間については、)韓国の 2年や (日 本の)労基法 14条 (3年・5年)が参考になる」と発言。これに対して使用
者側は 財目当程度時間的余裕が必要、5年を 1回更新して 10年か、平均勤続年数を見ても少なくても7年」な
どと発言。それが最終的に足して 2で割ったような 5年という内容に。

また、第 96回で、なくなったものと思っていた「クー リング期間」が浮上。労働側は初め導入に反対しまし
たが、結局、押し切られた格好になりました。

1年間の議論は何のためにあつたのかと思われるほど、最後の 12月 だけでバタバタっと使用者側と公益委員
に押し切られてしまったとも思える審議会でした。

在り方について(報告)の
rttιl口観綱勒 ■-5年 J目嵐 上

…

止働ぼ籠出勧川目料 1′

○ 入り回規制について「措置を講ずべきとの結論に至らなかった。」とされてしまいましたが、無期雇用が原

則で、合理的理由がない場合には、有期労働契約は締結できないという「入り口規制」がやはり必要です。
○ 入り口規制なしの上限規制では、上限手前での雇止め=解雇が大量に発生する危険があります。報告書 2.

にある「・…利用可能期間到達前の雇止めの抑制策の在 り方については…・十分に検討することが望まれ

る。」は、無責任とも思える先送りです。労働者の申出でどれだけの有期労働契約者が無期に転換できるか

も定かではありません。

○ 「制度導入後に締結又は更新された有期労働契約から算定を行うことが適当」ということは、これまで更

新しながら長く働いてきた期間は一切カウントされないし、かえって長期の労働者は雇止めされる危険が

予想されます。これから(法制化から)、 5年までたどり着き、申出て無期に転換される労働者がどれだけい

るのか全く不明です。

○ 無期へ転換できたとしても労働条件は正規労働者と同じになるということではなく、明り段の定めがない限

り従前と同一とする。」ということは、労働条件は低いままでもかまわないということです。

り J′ンロ脚脇用A」劃園樹肝機につながる ′

○ クー リング期間の導入は、使用者に都合のよい制度であつて、規制を逸脱するものです。同 じ有期契

約労働者を 6ヶ 月の間をおけば、また有期契約で雇 うことができ、前の期間は算定しなくてよいとい

うもの。仮に 1年契約で 4年働いて辞め、半年後また 1年契約で働いた場合、通算 5年とはならず、

過去の 4年はなかったことになるというものです。使用者がこれを都合よく使えば、無期雇用にする

ことなく、何度でも有期で雇用できることになります。

○ クーリング期間の 6ヶ 月の間、労働者はどうやつて生活すればよいと使用者側は考えているのでしょ

うか。
「期間D麟 理由こなづ不含理む処遇の解消 J梓可能か ?
○ 公正な処遇、均等待遇等について殆んど審議されてこなかったのが実態。現行のパー ト法からの引用とも

いえる「労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不

合理なものであってはならないこととすることが適当である。」とされました。配置の変更の範囲=人材活

用の仕組みが違うという理由で不合理な処遇が改善されないということが十分考えられます。

○ 労使当事者まかせにせず、職務が同じなら均等待遇、違うなら性に中立で公正な職務評価実施システムを
つくって適用を行なう等の具体策を政府が率先して指導しなければ、不合理な処遇の解消は図れません。

今後、政府は、労働契約法の改正案という形で法案を作成し、労政審労働条件分科会に法案要綱を諮つたう

えで、通常国会に上程予定とのことです。いくつものハー ドルを設けて、どのくらいの人が安定した雇用に転

換できるというのでしょうか。国会審議に向け、改めて 「有期労働契約をきちんと規制する法律」の実現を求

め、取組みを強化していきましょう。

タ



子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメント(平成23年8月 )についての同委員会見解 (2011.11)

(政府仮訳)

2011年 11月 4日

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

特命全権大使

小田部陽一閣下

女子差別撤廃委員会 (CEDAVV)の 最終見解のフォローアップ報告者として、 2009年 7月 の女子差別撤廃

委員会第44会期における日本の第 6回政府報告の審査について、言及させていただく。会期終了時、委員会

は (日 本の政府報告に対する)最終見解を貴代表部に送つた (CEDAW/CttPNrCO/6FAdd.1)最 終見解では委員

会は日本政府に対し、パラグラフ18及び28に含まれる勧告の実施に関し、更なる情報を2年以内に提出す

るようパラグラフ59で要請した。

委員会は女子差別撤廃条約のフォローアップ手続に基づき、2011年8月 5日 に日本から提出された (最終見解に

対する)情報 (CEDAW/Cr」 PNrCO/6FAdd.1)を 歓迎する。2011年 10月 にジュネーブにおいて開催された

委員会第50会期において、委員会は日本政府から提出された同情報を審査し、以下の評価を採択した。

委員会は、パラグラフ28の勧告の履行を歓迎するとともに、日本政府に対し、次回の定期報告に第 3次男女

共同参画基本計画の成果について詳細な情報を盛り込むことを勧告する。また委員会はその成果を踏まえ、日

本政府がジェンダー平等実現のためにとつた追加的措置を示すことを勧告する。

委員会は民法及び戸籍法の差別的規定に関するパラグラフ18の勧告について、一部履行されたものと判断す

る。民法及び戸籍法の一部を改正する法律案 (仮称)は婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、嫡

出である子と嫡出でない子の相続分の同等化を内容とする一方、女性のみに課せられている6か月の再婚禁止

期間の廃上を規定しておらず、内閣でまだ採択されていない。

それゆえ、委員会は日本政府に対し、 1年以内に以下の追加的情報を提供するよう、勧告する。
a)男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること、女子差別撤廃条約 16条 1(g)の規定に沿つて夫婦に氏の選

択を認めること、嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法案の採択に
ついて講じた措置          :
b)女性のみに課せられている6か月の再婚禁上期間を廃止する法律規定の準備及び採択について講じた措置

委員会は女子差別撤廃条約の実施について日本政府と建設的な対話を継続することを期待している。

閣下に敬意を表します。

女子差別徹廃委員会
フォローアップ報告者

ドゥプラヴカ・シモノビッチ

内閣府眸 3次男女共同参画基本計画における成果目標の動向』(2011.11.25現在)からの抜粋

成果目標 成果目標 (期限) 計画策定時の数値 最新値

民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合 10%程度(2015年 ) 6.5%(2009年 ) 6.2%(2010年 ) ヽ

ポジティブロアクション取組企業数の割合 40%超 (2014年 ) 30.2%(2009年 ) 28。1%(2010年 ) ヽ

男性の育児体業取得率 13%(2020年 ) 1,72%(2009年 ) 1.3896(2010生 F) ヽ

第一子出産前後の女性の継続就業率 5596(20204F) 38%(2005年 ) 3896(20101F) ⇒

内閣府『第 3次男女共同参画基本計画における参考指標の動向』(2011.11.25現在)からの抜粋

項 目 計画策定時の数値 最新値

男女問賃金格差 69.8(2009生 F) 69,3(2010年 ) ヽ

非正規・正規賃金格差②

(*正社員を100とした場合の正社員以外の値)

男性 65.8

女性 70.3 (2009年 )

男性 67.6

女性 70.0(2010年 )

ク
　
ヽ

女性労働者に占める非正規割合 53.396(2009盗 F) 53.8%(2010年 ) ク

非正規から正規への移動率 男性 39.5%

女性 18.3%(2009年 )

男性 35,7%

女性 18.7%(2010年 )

ヽ
　
ヽ

年収 200万円以下の給与取得者の割合 男性 10.∞%
女性 43.71%(2008年 )

男性 10.98%

女性 44.86%(2009年 )

ク

　
ク

(→印はアクション21事務局による)

`



日本初のIL0100号条約違属の申立てに 鶴告でる

～2月 8日 (ホ)'8時よιl院内報告集会～
2009年 7月に三組合 (ユニオン・ベイ・エクイティ、商社ウイメンズユニオン、全石油昭和

シェル労組)により、3つの裁判判決が IL01 00条約 (同一報酬条約)に違反すると憲章 24条

に基づ<申立てが行われました。ILOは申立てを受理し政労使の三者構成委員会を指名、委員会は

日本政府に見解書の提出を求め、審理を行い昨年 11月理事会で「結論と勧告」が確認されました。

委員会は、日本政府が労働基準法4条は IL01 00号条約の要請を充足しており、異なる仕事や

雇用管理区分にあってもこれを適用 して賃金格差を是正することができるという/AN式 の回笞をし

ているにもかかわらず、実際の司法救済や労働監督はそうした政府の姿勢をふまえたものとは言い

難いと指摘しています。

職務評価を実施する手順も確立されていないところでは、司法判断や労働監督が、賃金における

性差別の撒廃のためにその機能を発揮することは不可能です。日本の男女間賃金格差が大き<、 最

近では拡大する傾向にあることが指摘されています。こうした状況のなかでは、早急に IL01 00

号条約の要請に叶うよう、法制度を整備することが求められます。

そこで下記のとおり、ILOの「結論と勧告」を報告し、ILOの要請をもヽまえて日本は何を行うべ

きかを検討する集会を企画 しました。

多<の議員の皆さん、性差別と闘う皆さんのご参加を呼びかけます。

「条約にそった情基法 4条の適用を実現しよう r」

日 時:2月 8日 (ホ)'3時～20時 参議院議員会館 B,09会議室

7ログラム:①IL0 0結論こ勧告の概喜¨申立A
②緒諭こ勧告のもつ意味 減̈倉おつ子さん(早太大学院教授)

CttL0 0求めるもの¨¨¨ 中野麻姜さん(弁護士)

④日本は何をなすべきか¨中嶋識さん(前 :LO常働側理事)

⑤討論

'7時
半から会館ロピーで入館証をお配ιlし春オ.

共 催 :ユニオンロペイロエクイティ

商社ウイメンズユニオン

全石油昭和シェル労働組合

均等待遇アクション21

7

連絡先 :Ъ &fax03-5689-2320 kntou21@dren ocn.ne」 p (均等 21)、 03-5988-7286(ユ ニオン・ぺイ・エクイティ)



申立てからの経過

2009年 7月 29日

2009年 11月 5日

2010年 5月 15日

2010年 10月 9日

2011年 7月 2日

使用者または労働者組織

による ILOへの申立て

ILOが 当該政府に

通知 。理事会へ送

付

理事会が三者

委員会を指名

申立書をlLOへ送付・記者会見

国会議員の皆さんとの懇談会  衆議院議員会館

「同一価値労働同一賃金の実現のために～IL0100号条約違反で申立て～」

「ペイエクイティで丸ごと解決J集会  港勤労福祉会館

「ペイエクイティで丸とご解決 Part Π 現場から政策へ」港勤労福祉会館

「男女賃金差別解消にはやつぱリベイロエクイティJ集会 文京シビック

章 24条における申立て手続き 約2年

三組合による申立ての概

事務総長 ホワン・ソマヴィア 殿

ILO憲章24条に基づく日本の男女賃金差別に関する

100号条約 (男女同一価値労働同一報酬条約)違反申立

2009年 7月 29日

I 申立の趣旨(概要)

労働基準法4条が罰則を付して性差別賃金を禁止しており、いつぽう、1967年にIL0100号条約を批准して

国内的効力を生じるに至った。しかし、監督行政も司法も、異なる担当職務や職種の間の男女間賃金格差には

労働基準法4条を適用しないとする法の運用や判断を行ってきた。この傾向は、特に1985年の男女雇用機会

均等法制定後強まっている。均等法は、同一の雇用管理区分 (職種。就業形態・契約形態・キャリア開発など活

用区分)にある男女間の格差のみを性差別とし、同様の運用は労働基準法4条にも及んでいる。(中 略 )

男女間の賃金格差が「担当職務」や「職種」に基づく雇用管理区分の違いによる場合であっても、性中立的

な職務評価基準の適用なしに労働基準法4条に違反しないと判断することは、IL0100号条約に違反すると考

える。また、労基法4条に違反するとしながら、是正を命じないことについても、同様と考えられる。

V100号条約に基づいて、日本政府に対して求める勧告の内容

(1)異なる担当職務や職種の間の男女間賃金格差には労働基準法4条を適用すべきである。

(2)異なる雇用管理区分 (職種。就業形態。契約形態。キャリア開発など活用区分)であつても、職務評価結果が

同等である男女間の格差は性差別とするよう男女雇用機会均等法及び労働基準法4条の運用を改めるベ

きである。

(3)男 女間の賃金格差を「担当職務」や「職種」の違いから労働基準法4条に違反しないとする場合には、性中

立的な職務評価基準なしに判断しないよう、職務評価制度を確立すべきである。

(4)賃金格差が性差別賃金であると判断された場合においては、賃金格差の全額を是正し、あるいは将来に

向かつて格差を是正する措置を講じるべきである。

三者委員会 によ

る政府への事情

聴取 。結論と勧告

付報告を提出

8

(5)雇用管理区分 (チF正規・正規)の違いによる男女間の大きな賃金格差を解消するためにも、職務評価制度



福島のその後

「フクシマ」という土地の名は世界中を駆け巡つたが、現場の復興は一歩も進んでいない。東北はあの

日から依然止まったままだ。

私は 2011年 6月 から毎月 1週間ほど、福島に通い、東京では「被災女性のための安心ホットライン」

や、福島から避難 している被災者のホッ トサロンに参加 してきた。12月 からは毎週福島に通い、郡山の仲

間 (3人 )と仕事をしている。被災者支援をしている 3人の仲間は、一人は 3月 28日 、震災を理由に雇止

めされた元非常勤の保育士、一人は富岡町 (15k圏 内)か らの被災者 (4人の子持ち・シングルマザー)、

一人は低賃金のパー トを掛け持ちするシングルマザー (5人の子持ち)。 とある財団法人の助成金を得て、

典型的な生活困窮者 3人の短期雇用を保障 しているが、被災者が被災者を支援するという厳 しい現実の中

での協労である。

福島県の雇用状況

新規求人数 (11月 )の前年同月比を見ると、公務・その他 592.6%、 建設業 329。 4%、 飲食店 259.4%、

サービス業 220.8%、 金属製品製造業 183.3%と 高いが、食料品製造業▲3,7%、 情報通信業▲2.4%、 I

T関連業▲6.0%、 電子部品製造業▲33.3%な ど極端に低い。生活関連サービス業 12.8%、 教育、学習支

援事業 25.0%、 不動産業 35.0%、 医療・福祉 38.2%な ど女性職が軒並み低い。 (郡山職安 )

津波 。原発事故処理のため、建設業等に従事する他府県からの労働者増大への対応が優先され、地元の

産業が破壊されていることが分かる。さらに女性職はほとんど求人がなく、貧困だけが広がっていること

も一目瞭然である。

女性労働者の雇用保険受給者実人数は、岩手、宮城、福島 3県で 20H年 5月 、6月 では前年比約 130%

であり、福島県は 120%だった。11月 には 64,9%と なっているが (厚労省 )、 福島県では、現在男女合わ

せて 66,366人 が失業給付中で 1月 に給付が切れる人も多い。4,527人企業努力などで新 しく就職 (男 女別

不明)した。ちなみに、公務現場の非常勤職員は4月 以降、約 50%が 震災を理由に雇止めされているとい

う。

福島県の地域別最低賃金は 658円 (2011.11)であるが、住んでいて思 うに、物価は東京とほとんど変

わらず、むしろ高いものも多数ある。求人賃金 (2011.H)は 、常用的フルタイム (月 額)で事務職 150,474

円～181,145円 、サービス職 160,428円 ～221,488円 。常用的パー トタイム (時給)では、事務職 792円

～855円 、サービス職 773円 ～861円 である。最低賃金が低いため、求職者の希望賃金も低く、女性では

専門職のみ 932円だが、他は職種を問わず 700円 ～755円 である。

脱原発と公正な雇用の確保

仮設で東北の厳 しい冬を越すことは過酷過ぎ

る。原発にあらゆるものを奪われた人々が避難生

活をしながら、なお原発で働き続ける。

震災以前から女性たちに雇用はないが、さらに

奪われた。

脱原発の運動は、福島の女性たちの連帯によっ

て日本全国に広がり、勢いを増 している。脱原発

はもちろんであるが、今こそ公正な雇用を求める

運動が強化されなければと思 う。

(P∝0屋嘉比ふみ子)

の
／

「山の中腹に立つ仮設住宅には突風が吹く(2011.12.27)」




